
「加陽金府武士町細見図」(10.0-73)



  　はじめに

藩政期、金沢城下には武士町と町人町がありました。城下町では、武士が居住する武士地と町人が居住する

町地とは地域を分けていました。

「町」は町人が集住する所とされていますが、藩政期の金沢城下では、長町などのように武家屋敷群にも「武士

町」ともいえる町名が付いている武士地がありました。「武士町」という言葉は古文書などでは有沢武貞の「武士

町細見図」に確認されるのみです。町地についても「本町」や「地子町」はよく使われますが、「町人町」は古文書

などでもほとんど確認できません。しかし、本展示では有沢の「武士町」とそれに対する言葉として｢町人町｣を用

い、城下町金沢における藩政期の町について、その違いなどを概観したいと思います。

｢武士町｣と｢町人町｣の違いは、武士と町人の支配の違いに基づいています。武士は組支配といわれ、組織的

人的支配であり、城下の何処に居所があるかについてはあまり関係ありません。本来は集団自治など区域的な

まとまりであった「町」は、寛永の大火や拡大する城下町の再整備に伴い移転や新設されていきました。そして町

人は町奉行の支配となり、区域的支配の単位としての「町」の構成員となっていきます。

したがって地域支配のため「町人町」には町名が必ず付き、その区域範囲が確定しています。現在の行政的な

住居表示としての町名に近いものです。一方武士については区域的な支配ではなく組支配であるため、支配と

しての町名はありません。しかし、拡大した城下町において、支配に限らず藩士の屋敷の位置を示すにあたり、

「武士町」の町名はとても都合のよいものでした。そのため便宜的な「武士町」を創出し、通称的な町名が出現し

ます。その町名は時期を経て消滅するもの、定着するものがあり、時には複数の町名などが併存する場合もあり

ました。

明治期に入ると「武士町」・「町人町」、二つの異なった町は解消され、「武士町」は定着した町名などを残しつ

つ「町人町」と同様な新たな区域的行政単位として再編されていきました。

　元禄9年(1696)から享保20年(1735)にかけて有沢武貞が描いた金沢城下図。武士町(拝領地・下屋敷・組屋敷)、町人町(本町・
地子町・門前地)、寺社地などを色分けしている。なお、有沢武貞の「武士町細見図」の序に「賀州金沢町割之図成之弁」が記
されている。

賀州金沢城下町割正極之図(16.60-87)



　　武士町

武士町となりうる武士地には、拝領地、下屋敷、組地など

があります。拝領地は藩士の石高に合わせ藩が与えた土

地、下屋敷は三千石以上の藩士に与えられた土地でその

家臣(陪臣)を住まわせた土地、組地は足軽をその所属する

組ごとに集住させた土地のことです。

右の図は小立野石引通り周辺の部分図ですが、「鷹匠

町」「与力町」が拝領地、道路部分が塗りつぶされた所が下

屋敷、区画が濃く(緑色)塗りつぶされた所が足軽組地です。

なお、薄く(灰色)塗られている所(天神町ほか)は町地になりま

す。

金沢城下図等において武士町の町名が記されている最も

古い絵図は、有沢武貞が享保期に描いた「武士町細見図」

(表紙)です。有沢は凡例において、橋の名を記すことは「見

当」(みあて　目印)になり「町名と同前(然)」としています。

侍帳には居所を記したものがあります。享保期の「武士

町細見図｣以前で居所や町名が記された侍帳は、元禄6

年(1693)のものが知られていました。

しかし近年それよりも古い侍帳が確認されました。「延

宝五年(1677)正月改申侍帳」(後藤文庫 石川県立歴史博

物館蔵)や「御家中古分限帳」などです。

「御家中古分限帳」は嘉永7年(1854)の写しですが、そ

の内容は延宝末～貞享初年(1680～85)頃の侍帳と考えら

れます。
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御家中古分限帳(16.30-52)
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「御家中古分限帳」には様々な表現で藩士の居所を示しています。ここでは、元禄期以降の金沢城下の武士町、その町名

には後に確認できない消滅した町名もあり、それらについて紹介したいと思います。

　　「いしや(医者)町」

「御家中古分限帳」で「いしや町」と記されているのは、現在の西町です。下図に示したように、大石玄雪と藤田玄碩の居

所に「いしや町」とありますが、坂井就安には「西町」と記され、神保八左衛門には「医者町後」、高畠三郎兵衛には「権現堂

近所」と記しています。「西町」は篠原主水にも記されていますが、栂七郎兵衛には「篠原主水隣」と記されています。大きな

藩士の屋敷を目印としてその「隣」・「向」・「近所」などにより居所を記している事例は多く、中には「藩士名＋町」も見られま

す。また、清水市佑には「十間町後」とあり、町人町の名称である「十間町」を目印として利用しています。

なお、「権現堂近所」の権現堂とは本来金沢城内にある東照宮のことですが、ここでは、その別当寺である神護寺やその横

の御宮(御霊堂)を含めて指していると考えられます。

ところで、この「いしや町」や「西町」について、「国事昌披問答」の朱書部分には、「金沢町ﾆ西町ト云ﾊ、元御医師多ク屋

敷有之、医師町ト云シヲ、イツシカ転シテ西丁ト唱来ル由、小瀬一雅語ル、一雅ﾊ元貞安ト云」と記されています。小

瀬貞安は坂井就安の子孫で、天保3年(1832)藩医小瀬復庵の跡を継ぎ、安政3年(1856)知行百石となる藩医です。

「イシ」町が「ニシ」町となったとしていますが、「西町」については、慶長2年(1597)の「金沢等本願寺門徒誓詞」(龍谷大学図

書館所蔵文書)により、金沢城下ですでに町人町として存在が確認できています。また、「御家中古分限帳」でも「いしや町」と

「西町」が混在していることや隣接地でも「権現堂近所」や「十間町後」などと有ることから、慶長期にあった「西町」は金沢城

下町の拡大過程において、町人町であった南町や堤町などは移転先でもその町名を遺しましたが、「西町」はその町名を遺

さず町人町としては消滅したと考えられます。その後、慶長期町人町であった「西町」辺りは武士町(拝領地)となり、多くの医

師がその辺りを拝領したことにより、ある人は医者(師)町と呼び、ある人は西町と呼び、またある人は目印となる権現堂の近所

などと呼んだと考えられます。同じ地域を様々な呼び方で呼ぶことが「武士町」の一つの特徴ともいえますが、その後は「西

町」が定着し「医者町」は消えました。

篠原主水(西町)、神保八左衛門(医者町後)記載箇所

西町周辺の城下図に「御家中古分限帳」の居所を加筆したもの
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現在の香林坊から広坂通り、中央公園周辺の城下図に「御家中古分限帳」の居所を加筆したもの

一色主膳(千石町)、同(石野)儀左衛門(坊主町)、
山口弥五兵衛(堂形前)記載箇所

  　「坊主町」

延宝～貞享期(1680年頃)の「御家中古分限帳」で「坊主町」と記されて

いるのは、現在の中央公園の西側の通り周辺です。享保期(1716～1735

年)以降の城下図などでは「千石町」あるいは「仙石町」に定着する地域

です。

下の図でもわかるように、「坊主町」のほかに「千石町」も同時に存在し

ていることが分かります。現在の21世紀美術館辺りを当時は「千石町」と

呼んでいました。その後は、堂形にあった米蔵と千石のイメージが重

なったことによるのでしょうか、「千石町」の範囲が堂形周辺に広がり、

「坊主町」という武士町の町名も「千石町」となり消えました。

なお、前田平太夫や小幡宮内の屋敷や宮内橋および堂形辺りは町名

ではありませんが、それら自体が当時の人々にとって目印となり「町名同

然」であったことが分かります。
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右の史料は、藩制末期の侍帳です。家紋・馬標などは木版で、

藩士名・菩提寺・石高・居所は書き込み式になっています。

菊池大学の居所は「生スノ小路」とありますが、他の同型式の侍

帳2点では「安江丁後」(加賀藩年寄人持武鑑)・「石屋小路」(前田

家々中千石已上武鑑)となっています。町人町のような町名がないた

めに同じ場所を示すのに様々な目印を使っています。

菊地邸に最も近いのは生洲小路ですが、当時の人々にとっては

安江町後でも石屋小路でもその辺りの菊地といえば菊池大学の

屋敷がすぐに認知できたのでしょう。

　　町人町

町人町には、本町、地子町、寺社門前地などがあります。本町は町役を勤める町(後に銀納)、地子町は地子銀を納める町、

門前地は地子銀をその寺社に納める町のことです。本町・地子町は町奉行支配、門前地は寺社奉行支配で、町人町は武

士町とは異なり町人支配のための一つの単位です。町奉行のもと町年寄が町役人の最高位として町政を任されており、町人

の地域的支配に関しては町肝煎(本町肝煎・地子町肝煎)か担当しています。

金沢の町人支配の最小単位は十人組です。金沢の十人組は、両側町を基本としているので、モデル的には、道を挟んで

向かい合った各五軒が一つの十人組となり、その代表が十人組頭となります。町を複数の十人組で分割するので実際の軒

数は様々です。その十人組を複数合わせた地域を管理する町役人が組合頭です。組合頭は、一町一組合頭の場合、大き

な町では複数の組合頭、また一人の組合頭が複数の町の十人組を管理するなど様々です。つまり、町人支配としては、町

肝煎－組合頭－十人組であり、町は単位でありながらも、一町一組合頭の場合を除けば各「町」の代表は見えません。しか

し、藩政期の金沢の惣祭といえる盆正月における作り物などは町単位で行われていることから、支配とは別の町のまとまりが

窺われます。

左の図は、金沢城下

の町人町を東西南北

に分け、線で町名群を

分けています。それぞ

れに各町肝煎が担当し

た町名・軒数・桶(火消

桶 )数が記されていま

す。

「白銀町」や「英町」の

町名が記されているこ

とから文政6年(1809)の

町名改正以後の史料

であることが分かりま

す。

東　町肝煎9人 3939軒

西　10人　3224軒

南　9人　4680軒

北　12人　2541軒

計　40人　14384軒

人持武鑑(13.0-51) 他

金沢町肝煎裁許分ｹ

之図(16.62-61)



万治3年(1660)3月、町奉行里見七左衛門・長屋七郎右衛門が本町・地
子町肝煎に宛てに出した法度。この法度には「一、本町・地子町共に十
人組頭常々諸事御法度、組中え申渡」とあり、十人組頭の勤めを定めて
います。

文化8年(1811)の金沢町絵図の一枚で、十人組の軒数が記された絵図です。古餌指町は小橋より下流、浅野川左岸で、屋

数は42軒の地子町です。十人組は五番組から八番組の4組(各12・9・10・11軒)で組合頭は新保屋喜兵衛です。組合頭は古

餌指町には居住しておらず、隣町の堀川片原町に居住し、下鍛冶町43軒(一～四番組)の組合頭も勤めています。古餌指町

周辺は湯原十左衛門などの武士拝領地や恵光寺の寺社地が入り組んでいます。折違町・鍛冶町等絵図名帳(090-1034-45)

の古餌指町部分には、町人の他、有賀清右衛門(1600石)・由比陸大夫(700石)の家臣(陪臣)も居住しています。

横目肝煎が地子銀・町役について記したもの。犀川・浅野川橋架け直しの人
足銀については、本町と七ｹ所が負担し、「七ｹ所之外地子町」は負担しないこ
とが記されています。七ｹ所は町役を負担する地子町で、本史料では17町が
挙げられいてます。また、観音町については南側は本町、北側は七ｹ所と記し
ています。

金沢町中御法度之帳(16.62-21)

本町地子町地子銀町役定(16.62-66)

金沢町絵図 勘解由町・東末寺町・横安江町等絵図 (090-1034-18)

新保屋喜兵衛



町人町に居住する武士など支配違いの
人々についての定め。

町役については、町人と同じように勤め
なくてはならないこと。御家人歩並以上と
陪臣の違いについては、前者が「自身
番」を免除されることが記されています。

そして、町格に異論を唱える人がいれ
ば、その町からの立退を求められます。

また別状には、足軽と又家中(陪臣)は
「町規格合之通、一円差別無御座候」と
あり、取り扱いに差はありません。

町人町に住む武士は、歩並以上の直臣
については「自身番」では違いがあります
が、基本的には町人町に居住すれは、藩
士として属する組頭や主家の支配の他に
町人町の一員として町役などを勤めてい
ました。

歩並以上の藩士(直臣)が町人町に居住

する時の届け紙面のひな形です。

届けを出すのは、藩士を支配している

頭で町会所あてに提出します。町人地に

居住するときは「町格」に従うように指示し

ています。また、町人地で借家ではなく家

を買い求める場合は拝領地が無いことを

証するものが必要でした。

盆正月の作り物などが町単位で行わ
れていたことが分かります。

組合頭の管轄する複数の十人組と
は異なった町ごとのまとまりが窺われま
す。

藩政期、町人や百姓が居所を移すときにはその身元を保証する「送り状」

が出されました。村から町の場合は村肝煎から町の組合頭に、町から他町

の場合は組合頭から組合頭に出されます。

斎藤儀左衛門は、町人才田屋吉左衛門の伜で文化8年(1811)前田修理

家(6000石)の足軽となり、文化13年木ノ新保町の長竹屋彦左衛門方に同居

しました。文政元年(1818)修理家の足軽から井口良左衛門家(500石)に召し

抱えられ同家の屋敷長屋に引っ越したため、送り状が木ノ新保町組合頭太

郎田屋与右衛門から井口家の家臣池森元右衛門あてに出されたもので

す。その後数度の引越の後、浪人を経て町人に戻り、父の家名を相続し斎

田屋吉兵衛を名乗ります。

陪臣斎藤儀左衛門は町人地に居住の場合はその町の組合頭の支配下

にあり、武士地に居住したときは主家の支配下にあることが分かります。

斎藤儀左衛門等送り状継紙(32.5-36)

町方心得(16.62-38②)

町格(16.62-37①)
盆正月作り物見立位附(090-112)


